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節水対策の周知について（協力依頼） 

 

 

早春の候、貴殿におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。ま

た、平素より、本市水道事業に対し格別なるご理解、ご協力を賜り衷心より厚く

御礼申し上げます。 

さて、沖縄地方は８月の台風襲来後、まとまった降雨が少ないことにより、ダ

ムの貯水率が例年に比べ大きく低下しています。令和６年１月23日現在、ダムの

貯水率は56.4％で平年値の78.7％を22.3ポイント下回り、例年に比べ厳しい水事

情となっています。こうした状況を踏まえ、令和６年１月23日に沖縄県渇水対策

本部会議が開催され節水対策を決定しています。 

つきましては、節水対策の周知について、別紙ポスターの掲示や自治会だより

への掲載などのご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

南城市役所 水道課 
施設係 中村 
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 別　紙

 節水の具体的方法
 

 １　職場における節水

 　(1）蛇口はこまめに閉め、流しすぎない。

   (2）節水コマや節水型の泡沫器等の取り付けにより水量を調整する。

  （3）来客に対する湯茶、コーヒー等のサービスは自粛する。

  （4）トイレの二度流しを極力控える。

        

 ２　家庭における節水

   (1）洗面

 　 　 歯磨き、洗面、手洗い時の流し洗いはしない。

  （2）トイレ

     ア　水の流し過ぎはしない。

     イ　大小レバーの使い分けをする。

  （3）洗濯

     ア  風呂の残り湯を使う。

     イ  洗濯物はまとめて洗い、回数を減らす。

     ウ  すすぎの回数及び水位を減らす。

     エ  洗剤は適量を使用する。

  （4）風呂

 　　ア　シャワーはこまめに締める。

 　　イ　浴槽にはあふれるほどの水を張らない。

 　　ウ　残り湯は捨てずに再利用する。

  （5）台所

 　　ア　食器はため洗いする （水の流しっぱなしはしない ）。 。

 　　イ　米のとぎ汁などは散水に使う。

 　　ウ　食器や調理器具の油分は紙でふいてから洗う。

 　(6) その他

 　　ア　洗車及び散水を自粛する。

 　　イ　ふきそうじは風呂の残り湯を使う。

 　　ウ　庭の散水には洗濯の排水、風呂の残り等を再利用する。

 　　エ　蛇口はこまめに閉め、流しすぎない。

 　　オ　雨水をためて利用する。

 　　カ　水漏れ箇所の修理を行う。

 　　キ　節水コマや節水型の泡沫器等の取り付けにより水量を調整する。

 

 ３　その他

   (1）水道管に漏水がないかどうかチェックする。

  （2）雨水、井戸水、湧水等を利用する （用途：庭水、散水等）。




